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令和６年度旭川市定額減税調整給付金支給事業を実施いたします
ので，報道方よろしくお願いいたします。
詳細については別紙のとおりです。

 令和6年7月1日　～　令和6年10月31日



令和６年度旭川市定額減税調整給付金の支給スケジュール等について

１ 対象者
定額減税可能額が，当該納税義務者の「令和 6年分所得税額（推計）」（令和 5年分所得税額）又は

「令和 6年度分個人住民税所得割額」を上回る方です。
※令和 6年 6月 3日に入手可能な課税情報を基に把握した額です。

２ 支給額
次の（1）と（2）の合算額を，1万円単位に切り上げた額です。
（1）所得税分定額減税可能額（※ア）－ 令和6年分所得税額（推計）（令和5年分所得税額）
※ア 3万円×（減税対象人数）

（2）個人住民税所得割分定額減税可能額（※イ）－ 令和 6年度分個人住民税所得割額
※イ 1万円×（減税対象人数）

※減税対象人数とは，「本人＋控除対象配偶者＋扶養親族の数（国内居住者に限る）」です。
※令和 6年分所得税が判明した後，当初の給付額に不足があった場合や修正申告等により当初の給付額に不
足が生じた場合は「令和 7年度」以降に追加で給付する予定です。

３ 支給方法と支給時期
対象となる方には，令和 6年 7月上旬に「通知書」又は「確認書」を送付しますので，今しばらくお待ちください。

（１）通知書
市で振込先を把握できる方には「通知書」を送付します。
受給辞退や口座変更の申し出がなければ，7月 29日（月）に支給します。

（２）確認書
市で振込先を把握できない方には「確認書」を発送します。振込先情報等を記入のうえ返送してください。
支給時期につきましては，確認書等を受理した日から２～３週間程度で指定の口座に振り込まれる予定です。

ただし，提出書類に不備がある場合はこの限りではありません。

４ 受付期間
令和６年１０月３１日（水）まで（※当日消印有効）

※提出が遅れた場合は受付できなくなりますので，御注意ください。

５ 問い合わせ先
・給付金の手続きや制度について （給付金専用ダイヤル）0166-76-7415
・令和６年分所得税額（推計）及び令和６年度分住民税所得割額について（市民税課）0166-25-5786

受付時間：午前８時４５分から午後５時１５分まで（土日祝日を除く）
〒070-8525 旭川市５条通９丁目左１号 ベストアメニティ旭川ビル１階


